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第3期がん対策推進基本計画を踏まえた 

がん診療連携拠点病院に求められる機能に関する提案 

 

 

これまで、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、「第2期がん対

策推進基本計画」や「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」（以下「指針」とい

う。）により、がん診療連携拠点病院では、更なる体制の整備と多面的な機能の強化が進

められてきました。 

指針に定められた体制を整備・充実させるため、各がん診療連携拠点病院が努力してき

たことにより、専門的ながん医療の提供や地域のがん診療の連携体制の構築、情報提供・

相談支援の実施など、がん診療連携拠点病院の機能は徐々に充実してきています。しか

し、医療技術の進歩や研究の推進などにより、がん診療連携拠点病院に求められる機能や

期待される役割は年々増加している一方で、がんの標準的治療の実施及び医療安全体制の

充実・強化など、より質の高い医療を提供する体制が求められ、「第3期がん対策推進基本

計画」でも、がん診療連携拠点病院に対する期待は大きくなっています。 

がん診療連携拠点病院がより良いがん医療を提供していくためにどのような取り組みが

できるのか、平成29年7月の「第10回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会」では、診療

機能の集約化と役割分担、がん診療に関する専門の医療従事者の育成、医療従事者や事務員

の適切な配置、がん診療連携拠点病院の機能を果たす体制のあり方等について話し合われま

した。 

「第3期がん対策推進基本計画」を踏まえてがん診療連携拠点病院が求められている機能

を果たしていけるよう、指針の見直しに向けて、本連絡協議会はがん診療連携拠点病院が

担うべき役割について、下記の提案を行うことといたしました。 

国においては、がん診療連携拠点病院が限られた予算や人員で厳しい状況であることを

ご理解いただき、がん診療連携拠点病院が指針で求められている機能を充実させることが

できるよう、財政的な支援も含めて適切な支援を行っていくことについても何卒お願いい

たします。 

  



 

 がん診療連携拠点病院が、「第3期がん対策推進基本計画」を踏まえてがん診療連携拠点

病院に求められている機能を果たしていけるよう、指針の見直しに向けて、国としてご支

援くださいますようお願いします。 

 

【全体１】年々がん診療連携拠点病院と都道府県との連携・協力が不可欠な課題が増えて

います。我が国のがん対策を推進していくためには、まず、各自治体とがん診療連携拠

点病院が協力しやすい体制の整備が必要です。特に、都道府県がん診療連携拠点病院

が、都道府県内のがん医療の課題の解決を目指して指導的な役割を果たし、都道府県全

体のPDCAサイクルの確保、都道府県内での研修会の開催等を行っていくためには都道府

県の連携・協力が重要です。さらに、都道府県下のがん相談支援センターをはじめとす

るがん診療連携拠点病院の機能について役割分担を明確にし、その機能分担について都

道府県民に周知するなど、均てん化を進めつつ、専門性の高いがんの相談や医療に対応

できる体制を整備していくために、都道府県行政と都道府県内のがん診療連携拠点病院

との連携が不可欠です。集約化と均てん化及び連携体制の構築を進めていくためにも行

政の関わりを指針に明記することを提案します。 

【全体２】がん診療連携拠点病院が今後より一層機能を充実させ、継続した活動が行える

よう、個々の医療者の努力に頼るのではなく、病院全体で体制整備を進めることも重要

です。がん診療連携拠点病院として求められる機能を果たすために必要な事務局機能を

担う人材を配置するとともに、各病院におけるPDCAサイクルの確保、相談支援センター

の周知、緩和ケアに関するスクリーニングなど、病院全体として取り組むべきことを整

理し明記する必要があると考えます。 

【全体３】がん診療連携拠点病院が指針で定められる機能を充実させることができるよ

う、財政的な支援を含めた適切な支援が必須です。 

 

これらを踏まえて、次の個別の事項について取り組むよう何卒お願いいたします。 

【個別１】がんゲノム医療の相談への対応及び医療連携の体制整備の推進 
【個別２】がんの標準的治療の提供体制及び医療安全体制の充実・強化、都道府県単位での

PDCAサイクルの確保、外来診療に資する専門の医療従事者の育成や人員配置、特に、外来

化学療法の質の確保と放射線治療の第三者による品質管理、高度な医療の集約化 

【個別３】チーム医療を推進するための専門家や事務担当者の配置及び地域の中で多職種に

よるチーム医療を提供できる体制の整備 

【個別４】入院から外来まで継続したがんのリハビリテーションの実施体制の整備 

【個別５】多職種連携による適切な支持療法を実施するための体制整備と妊孕性温存を含め

た生殖医療を行う医療機関との連携体制構築の促進 

【個別６】希少がん・難治性がんの診療における多職種での検討体制及び専門施設への集約

化と連携体制の強化 

【個別７】小児・AYA世代のがんの診療における集約化と均てん化についての検討、小児・AYA



世代のがん診療や相談に適切に対応できる体制整備の推進 

【個別８】病理診断における専門の医療従事者の確保・育成及び質の高い病理診断を実施す

るための体制整備の推進 

【個別９】がん登録データの活用による自施設のがん診療に関する評価及び質の向上とがん

登録に係る経費の見直し 

【個別１０】緩和ケアの実施状況や他施設評価などを活用した緩和ケアの質の向上、緩和ケ

アの実施体制を充実させるための支援及び連携強化の促進 

【個別１１】社会連携に基づくがん患者支援のための連携体制の構築・強化の推進及びがん

診療連携拠点病院の専門家や相談員をアウトリーチする機会を推進するための体制整備 

【個別１２】がん患者等の就労支援に従事する人員の確保、院内多職種の連携及び施設外

の関係機関との連携の強化 

【個別１３】都道府県がん診療連携拠点病院を中心とした各都道府県内の人材育成における

事務員の配置を含めた実施体制の充実 

【個別１４】地域との連携によるがん教育、普及啓発についての協力体制の構築 

【個別１５】がんの一次予防、早期発見及びがん検診に関する人材の育成、普及啓発にお

いて、がん診療連携拠点病院に求められる行政との連携体制の構築 
 

 

なお、各個別項目の具体的な提案内容については、次のとおりです。 

また、相談支援、情報提供については、情報提供・相談支援部会において詳細な検討を

行ったので、別紙のとおり提案いたします。 

 

  



【個別１】がんゲノム医療において、現在検討されている「がんゲノム医療を牽引する高度

な機能を有する医療機関」を中心としつつ、その他のがん診療連携拠点病院ではがんゲノ

ム医療に関する情報提供や相談等を適切に行い、「がんゲノム医療を牽引する高度な機能

を有する医療機関」との医療連携の体制整備を進めること。 

【個別２】がんの手術療法、放射線療法、薬物療法において、がん診療連携拠点病院が標準

的治療の提供体制及び医療安全体制を充実・強化し、医療の質の向上を推進できるよう、

都道府県単位でのPDCAサイクルを確保する体制整備を促進すること。 

外来診療における医師の負担軽減のため、メディカルスタッフの支援体制を充実させ、

専門の医療従事者の育成や適正な人員配置について検討を行い、必要に応じて指針で位置

づけること。特に、外来化学療法にかかる患者教育、安全管理、医療連携が適切に実施で

きるよう十分な人員の配置を含めた体制を定めるとともに、質の評価を行うこと。 

また、放射線治療に関しては第三者による品質管理を必須とすること。 

さらに、高度な医療については、集約化を進めること。 

【個別３】がん診療連携拠点病院におけるチーム医療を推進できるよう、専門家の配置、事

務担当者の確保など適切な体制について検討を行い、必要に応じて指針で位置づけること。 

また、地域全体のチーム医療の質の向上を図るため、施設間での連携体制を進め、地域

の中で多職種によるチーム医療を提供できるような体制整備に努めさせること。 

【個別４】がんのリハビリテーションにおいて、がん診療連携拠点病院が施設内や地域にお

ける連携を強化し、入院から外来まで継続的にリハビリテーションが行える体制整備を進

めること。 

【個別５】支持療法について、がん治療に伴う副作用・合併症などを軽減するため、がん診

療連携拠点病院において、多職種が連携して適切な支持療法を実施するとともに、最新の

副作用対策を積極的に取り入れて的確な対応ができる体制整備に努めさせること。 

また、妊孕性温存を含めたがん・生殖医療に関する相談や、生殖医療を実施する医療機

関との連携体制の構築を促していくこと。 

【個別６】希少がん・難治性がんの診療において、がん診療連携拠点病院がキャンサーボー

ド等を活用した多職種での検討ができるような体制、専門施設の集約化と連携強化につい

て検討し、がん診療連携拠点病院が適切に専門施設にコンサルトする体制や臨床試験など

を含めた情報提供を行う体制の整備を進めること。 

【個別７】小児・AYA世代のがんの診療において、ライフステージやニーズに応じて集約化す

べきものと均てん化すべきものについて検討し、必要に応じて、小児・AYA世代のがんを

包括的に診療・対応できる専門的な医療機関の整備を進めること。 

また、専門的な医療機関とそれ以外のがん診療連携拠点病院との連携を強化し、小児・

AYA世代のがん診療や相談に適切に対応できる体制の整備を進めること。 

【個別８】病理診断において、がん診療連携拠点病院が施設内で専門の医療従事者が確保・

育成できるよう支援を行うとともに、診断困難な症例に対しては中央病理診断システム等

のより積極的な活用を促すなど、質の高い病理診断が行えるような体制の整備を進めるこ

と。 



【個別９】がん登録について、がん診療連携拠点病院が全国がん登録及び院内がん登録のデ

ータを活用し、自施設のがん診療に関する評価及び質の向上を図るよう努めさせること。 

また、全国がん登録及び院内がん登録の質を維持するため、がん診療連携拠点病院がこ

れらのがん登録に係る人員が確保できるよう、がん診療連携拠点病院機能強化事業におけ

るがん登録に係る経費について見直しを行うこと。 

【個別１０】緩和ケアにおいて、がん診療連携拠点病院が苦痛のスクリーニングによる施設

全体の緩和ケアの実施状況の評価や相互訪問による他施設評価などの活用を推進し、緩和

ケアの質の向上を図るよう努めさせること。 

また、がん診療連携拠点病院における緩和ケアに従事する医療従事者への研修、事務員

の配置など人材の育成・確保について支援を行うとともに、がん診療連携拠点病院間の連

携、がん診療連携拠点病院と地域の医療機関との連携をより一層強化していくよう促すこ

と。 

なお、緩和ケアセンターの整備を地域がん診療連携拠点病院にも拡充する際には、人員

の配置を緩和するなど、適切な要件について検討を行うこと。 

【個別１１】社会連携に基づくがん患者支援を推進するため、がん診療連携拠点病院と地域

の医療福祉機関等が、地域連携会議等を通じて地域緩和ケア連携体制を構築・強化してい

くことを推進すること。 

また、自治体や医療圏内の関係者との連携・協働を推進し、がん診療連携拠点病院が専

門職の派遣や関係者へのアドバイスなどができるよう、がん診療連携拠点病院の専門家や

相談員がアウトリーチする機会を推進するための体制の整備を進めること。 

【個別１２】がん患者等の就労支援において、がん診療連携拠点病院が相談支援・情報提供

体制を充実させ、病院ぐるみの体制強化を図ることができるよう、就労支援に従事する人

員の確保、院内多職種の連携、施設外の関係機関との連携の強化を進めること。また、今

後、相談員が両立支援などで施設外での活動を求められる場合には、相談員の増員ができ

るよう、必要な支援を行うこと。 

【個別１３】人材育成において、都道府県全体のがん医療の質の向上を目指し、都道府県が

ん診療連携拠点病院が都道府県内の関係者と協力して、各都道府県内の医療従事者を対象

とした研修を積極的に企画し実施していけるよう、事務局の人員配置を含めた体制の充実

を推進すること。 

【個別１４】がん教育を全国展開するに当たって、がん教育における講師の派遣及び教育

者に対する正確ながんに関する情報の提供、小中学生・AYA世代・大学・中高年・職場・

地域など様々な場面でのがんに関する情報発信の取り組みなど、地域と連携したがんに

関する正しい知識の普及啓発において、がん診療連携拠点病院が協力する体制の構築を

進めること。 

【個別１５】がんの一次予防及び早期発見、がん検診において、行政が行うがん予防やが

ん検診に関する普及啓発を推進する人材の育成、研修や市民公開講座などを通じた患

者・家族、職員、近隣住民などに対する正しい知識の普及啓発への協力など、がん診療

連携拠点病院として求められる行政との連携体制の構築を進めること。 


